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1820年代末フランス製鉄業における

資本・賃労働関係

清水 克 洋

は じ め に

1828年フランスにおいて，商一仁大臣の下に設けられた「貿易立決にかんする

諸問題を検討するための委員会」は，製鉄業主対象とするアンケート調査を実

施した"。その目的は， ほとんど輸入禁止に近い役割を果した1814年と1822年

の鉄保護関税2lの結果を明らかにし，すでに1826年から議論が始められていた

関税率切り下げの可否について結論を下すことにあった九それは，保護関税

によってフラ γ ス製鉄業が急速な発展を遂げたにもかかわらず，鉄の高価格が

解消きれないという，いわゆる「鉄問題」の解決策を示すことを意味してい

たペすなわち，製鉄業者が鉄保護関税の継続を強〈要求したのに対して，鉄

1) Commission formee avec l'approbation du roi sous 1a presidence du ministre du com 

merce et des manufactl1res pour l'examen de certD.ins questions de legislation commercι 

Enq叫tesur les leTs. (1828)これは一連の貿易問題アンケートの噛矢となった。 Cf.Enquete 

relauve a diverses prohiuitiun口 etabliesa l'cntree des produits etrangers， 3 vol.，工835

2) Cf. Enquete (1828)，噌.cit.， pp. 12， 21. J. Vial， L'ind叫 trialisationde la si品 rurgze
francaise 1814-1864， 1967. pp. 29-30 

3) Cf. Enquete (1828)， op. cit.， p. 7 同じ1826年に，土木鉱山司長官の要請に応じて， 一管
区監普官によって製鉄業についての詳細な報告が作成され，公表された。この報告も「鉄問題」
が「輸送同顕 lであるとする点では.1828年アンケート k共通した認識を示す。 A.H. Herron 

de Ville百c四 e，Memoire' sur l'etat actuel des usines a leT de la Fraπce， considerees au 
commencement de l'annee 1826， avec U1! sutplement relat叩 ea 1a fin de cette memmC 

annee 
4) Cf. B. Gillc， La sider/lrgie francaiJe au XIX~ su:de， 1968. Chapitre V. Analyse de 
l'industrie siderurgique francaise a la veille de 1830. 1828年アンケ}トについての研究と
しては，唯 まとまったものである。イギリス人骨働者問題l 製造費削減に焦点があてbれたこ
とは，重要な成果である。ただし，それが当時の生産体机資本・賃労働関係の中に位置づけら
れず，製鉄資本の現状認識，政策の析出に成功しているとは言えない。さらに，本アンケ トの
成立事情について.Cf. J. Vial， 0.ρ cit.. p. 30. 
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加工業者在中心とする鉄消費者は，それによっ E鉄の高価格が維持されると考

え，また，デドウ栽培業者はワイ凶γ 輸出の障碍になるとし亡， ともに関税率り

引き下げを要求しへ こうして鉄をめぐる利害対立が尖鋭化1..-，その調節のた

めに何らかの対策が求められていたのである。

ナポレオ Y体制の崩壊によってイギリスとの生産力格差が明白となりへ ょ

うやくイギリ z式石炭製鉄法の導入が本格化し始めた時期1日20年代は，フヲ γ

月製鉄業にとって重大な転換期 I革命」の時代であった"。この木炭製鉄の

石炭製鉄への転換は，資本・賃労働関係のいかなる発展を意味したのか。また，

それによって新たに惹き起された問題と，その解決策は何であったのか。当時

のフヲンス製鉄業については多くの研究が蓄積され，この問題を解明するうえ

で不可欠かっ興味深い事実が明らかにされてきた。にもかかわらず，それらは

断片的であり，資本・賃労働関係の全体像を描き出しているとは言えない。と

いうのは，フラ Y スにおいては，旧来の製鉄業を取り巻〈種々の制約から，い

かにして近代的製鉄業が解放されたのか，それにかかわった人間， とりわけ企

業家のイニシャチフはどのように発揮されたのか，に研究の力点が置かれたこ

と，換言すれば，フヲンλ資本主義の停滞性というイメージに対して，企業者

史，経営者史的視点から，フランλ 製鉄業の〆イナミズムを対置しようとする

ものであったことに起因するへまた，わが国にお日る研究も，いわゆる「自

生的J I小生産者的」発展の道をたどったイギリスをそデルとして，フヲンァ、

における製鉄業の発展類型の析出を主な課題としているからである九

5) Cf. E叫 uete(1828). opα九 ppト6

6) Cf. Vial， Op. cit" p. 125 

7) I製鉄業において一大革命が始まったJEπquete，(1828)，噌 cit.，p. 243チュイエは目製鉄
所革命 larevolution des forgesの概念でこの革命を表現する。 Cf.G. Thuillier， G由 rges

Dufaud et les debuts du grand capitalisme dans la m~tallurgie， en N叩 ernais，au XIX' 

st"ecle. p. 7. 
お) Cf. Jbid. 1. Vial， o.ρ cIt. B. GilIe，噌司 C札

9) 代表的なものと Lて，遠藤輝明，産業革命期的フランス製鉄業，川島武宜，松田智雄編「国民
経済の諸類型J1968年，近代前製酷業の確立とアヲン;<，資本主義(1)，Iエコノミア」第37号， 1968 

年，参照。
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労働者に対する資本の専制的指揮権の観点から10)さきの問題を解明するこ

と，これが本稿の課題である。具体的には，指揮権の確立，強化を図る製鉄資

本と，これに対して，自立性を保持しようとする労働者，両者の関係が，木炭

製鉄から石炭製鉄への転換によってどのように劣化するのかを，労働過程に焦

点セ当てて解明すること。同時に， 1820年代という転換期において，それがし、

かなる問題として現れるのかを， 1828年ァ γ ヶー lに示される製鉄業主と政

府・ァ γ ヶート委員会の現状認識，および，そこから打ち出される政策の検討

をj芭じて明らかにすることである。

I 

G.チュイェは「製鉄所苧命 larevol ution des forgesの最大の心理的要因」

として I労働者と親方の盗み，欺陥，前者の無気力，後者の忠誠心欠如，優

秀な事務員の獲得と良好な秩序維持の困難」を指摘した山。その根拠になった

のは1795年に書かれたメモ「製鉄工場の経営規則と各作業場での不正」であ

る山山。この資料は木炭製鉄の段階における資本・賃労働関係を考察するう

えで貴重な手掛かりを提供する。その要旨は以下のとうり o

まず，樵や炭焼が出来高給の基準となる規定量を守らないことである。たと

えば，炭焼は製鉄業主の目前では正しく計量するが，日常的には 1~2 害J もの

ごまかしを行った。次に，炭焼と運搬夫が共謀して，蹄鉄工，釘製造工に炭を

10) 拙稿，産業草市期フランスにおける苛働者白賛困問題， I経済論叢」第127巻j 第2・3号，昭
和田年2• 3月，参照。藤村大1時郎氏の一連の研究は，製鉄業における資本賃労働関慌に焦点
をあてたも司であり，貴重な成果である。氏。以下回文献参照。産業草命期フランス製鉄業にお
叶る工場苦働者の形成. I経済論究J35，昭和国年，第二帝政期フテンス卑犠業において展開さ
れた経世労務諸施策に闘する 考察， I経済学研究』第41巻，第5号，昭和51年。

11) G. Thuillier， Aspects de l'economie nivernaise au XIX. siecle， 1966， pp. 388-389 
12) Herthier-Bizy， Regles d'exploitation des usine en fer et abus en chaque partie (24 ven-

dermiaire an 111) 

1め この「不正」が大革命期に強ま勺ていた可能性はあるとしても，それが常態であったことは，
J;，l下に見るとうりのなお， 革命期におけるとの問題については. Cf. D. Woronu正Problemes

de la sidむurgiefrancaise a l'epoque du Directoire. Colloque Albert Mathiez-Georges 
Lefebvre， Voies nouvelles pour ['h.istoz"re de la TPvolutio'!l francaise， 1978 
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横流しし，また，自分たちの家庭用に盗んだことであ品。第三巳精錬所にお

いて，銑鉄と木炭とを前貸しされ労働者の先頭に立つ親方鍛冶が，製鉄業主に

対して正直であることを誓約しても，それを守らず，木炭を他人の使用に供し，

製品鉄の横流しを行ったごとである。

この上うに，労働の場において製鉄業主の定めた規則が守られず，労働者が

原料と生産物の一部を自分のものとして消費し，あるいは横流しさえもしたこ

と，しかも，これが資本によって「不主」と認識されながらも，何らの解決策

もな<，半ば公然の事態，慣習化された労働者の既得権になっていたこ Eは，

イギリ λ式製鉄法導入以前のフラ γス製鉄業において労働者に対する資本の専

制的指揮権が未確立であったことを予想させる。これを念頭におきながら，以

下，当時の製鉄業における資本・賃労働関係の全体像を再構成してみよう凶。

まず，製銑工程においては，基本的労働手段は，水車駆動のフイゴを備えた

木炭高炉であった。以下の叙述が示すように，それは機械の自動体系と呼べる

ものではなかった。第 1表は高炉作業'"を遂行する労働者の編成である問。交

替制を考慮すると，労働者の一組はa)の事例で 3人， b)の場合邑人となり，協

業の広がりが極めて小さかったと言える。表の賃金格差がその一端を示すよう

に， b)での助手を含む溶鉱失のみが熟練労働者であり，他は近隣の農村から集

められる補助労働者であった。溶鉱夫のうちの一人が親方となり，作業全体の

責任を負コた。この親方を中心に編成された分業にもとづ〈協業が初歩的な段

階にとどまったととも明らかである。労働の遂行は，溶鉱夫の経験から牛ずる

14) よれに不可欠な資料を提供するも0として全面的に依拠したのは，ジルの次の研究である。 B

Gille， Les orig問 esde la grands industde脚 taIlurgiqueen France， 1947 木炭製鉄の段陪
に限って吉えばジルは，内部首働者，外部労働者り概念を用い C，当時の資本・賃労働関係の全
体像主解明するのに，かなりの程度成功L-.苦働者の強い自立性由残存を明らかにした。なお，
ルードグィヒ，ベッグ著，中沢寵人訳「鉄の歴史Jill(1). (2). (3)，昭和43年.IV(1).昭和44年，
毒照n

15) 高炉作業は毎年。運転開始時の築炉，準備加熱を別にすれば，原料D準備，炉主置から0)装入，
スラグ排出 湯出し(出銑〉かh成り立っており.ひとたび高炉に火が入れられると， 6ヶ月か
ら11ヶ月にわたって昼夜交替の連続操業が行われた。

ユ6) b)は後の時代のものではあるが.1752年にすでにベリでは， 1高炉に10人目封働者を必要とし
ていた例もあり，この時代の状態を表わLていると見なせる。



104 (104) 第134巻第1・2号

第 1表木炭高炉における労働力編成

a) 1732年ボルドーυ b) 1828年フルシャンポー引

溶 鉱 夫 z人 溶 鉱 夫 2人
賃6金Dfr7/0週

装 入 夫 2人 同 助 手 2人 50 

洗 鉱 夫 1人

鉱石破砕夫 l人 鉱石破砕 6人 40 

洗鉱

計 B人 計 10人

(一組 3人〉 〈一組 5人3

1) B. Gille， Les orig間 es，op. cit.. p. 151 
2) Enquete (1828)， op. cit.， p. 59. Cf. G， Thuillier， Aspect， op. cit.， p. 273 

判断力，知識，注意力?慎重きに依存していた。かれは高炉の最も重要な部分

である湯溜わの築造など運転開始前の準備作業を遂行するとともに，日常的に

は羽口を通して直接燃焼伏態を確め，またユラグの色で炉内の状況を判断して，

原料装入，風の調節を行った。かれの注意力，慎重さの不足はしばしば事故に

結果L，それゆえ 1日2， 3回の湯出しは「溶鉱夫にとって不安でならない

瞬間J17)と言われた。さらに，次のー製鉄業主の不満は，労働者に対する資本

の支配力の弱さを示すとともに，溶鉱夫が装入夫など他の労働者を監督する役

割を果していたことを明らかにする。すなわち i溶鉱夫が十分な頻度で検査

を行わ"装入夫への監視が不足じて高炉内の原料が下がりすぎたり，過多に

なったりすることがしばLばであるyS) と。

こう Lて，製銑工程全体を見通すとともに，そこに責任を持つことを求めら

れた溶鉱夫は，マニ品ブァグチュアヒ見られる特殊化きれた道具を使う，部分

作業に専門化した熟練労働者ではなし労働の総体性を解体されていないとい

う意味での熟練労働者であった。ここに，かれの自立性の根拠があり，逆に言

えば，溶鉱夫を頂点とする労働者群への製鉄資本の指揮権が制約される原因が

17) Ibid" p. 95 
18) Ibid" p. 94 
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あった。当時，資本はしばしば溶鉱夫の「理論欠如J r経験主義Jr秘密主義」

を非難した'"'。にもかかわらず，かれに生産を委ねざるを得なかったことは，

とりもなおさず，資本が生産過程を十分に把握しておらず，労働者を掌握しき

れていなかったことの表明である。

ただし，この製銑工程では出来高契約が結ぼれたにとどまり，次に見る精錬

工程において実施された，也の労働者の雇用，賃金支払いにまで責任主負わせ

るという典型的な請負契約制度は存在しなかったことに留意せねばならない。

精錬・鍛造工程を見てみよう。ここでは，水力フイゴを備えた精錬炉 1ない

し 2 ;1i\;と，水力はねハシ ~-1 基とを組み合わせて基本的な労働手段としてい

たu 第 2表ほ，この工程における労働 第2表精錬・鍛造工程の労働力編成

力編成の一例を示す加。製銑工程より

も進んだ分業にもとつ〈協業が周られ

るとは言え，一生産単位は7人とここ

でも小規模であることを確認しうる。

熟練工の頂点に立つ親方鍛冶は，羽目

を通した溶解状態の観察，フイゴ操作

1761年 グレルポー

鍛治 2人

火夫 6人

助手 4人

他 2人

E十 14}、
〈一組 7人〕

による風の調節，スヲグの性質の判断 B. Gille， Les 07叩 nes，Op. cit.， p. 151 

と量の調節，場合によっては別のスラグとの交換，焔の状態からの炉況の認識

を行った。したがって，かれには銑鉄，機械装置についての知識と管理の能力

が求められた。それだけではない。かれは，他の労働者を働かせ，作業場にお

ける秩序と規律を維持することに責任を負った。製鉄業主から一定量の木炭と

銑鉄を委ねられ， そこから一定量り鍛鉄を生産するという， いわゆる請負契

約日』主，この親方鍛冶の地位を端的に示すものであり，他の労働者の雇用もか

れの権限に属した。最初に挙げた鍛冶の「不正」は，このような労働のあり方

19) Ibid.， pp. 151-152 
20) 基本的な作業は，銑鉄の加熱炉底に溜った鉄の捜料，スラグ除去，鉄の取り民し，水車ハン

マ による鍛造から成り立っていた。
21) 請負桔についてはj 藤村，前掲論文，第三帝政期フラソス製鉄業， 62頁参照咽
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に根拠を置いていた。すなわち，鍛冶は，どれだけの生産を行ったかにかかわ

りなく，一定量の鍛鉄を製鉄業主に渡せばよいのであり，その差引分は自分の

ものとすることができた。たとえ，契約上は許されないとしても，製鉄業王は

それを阻止できなかったのである。

しかし，当然のことながら，製鉄業主は生産物を全部的にわがものとするた

め広努力した。その一端は， 17世紀末から18世紀末にかけての精錬工程におけ

る歩留りの上昇を示す

第 3哀から見てとるこ

とができる。この上昇

は親方鍛冶との契約に

おいて製品あたり銑鉄

量を減らすことによっ

て突現されたものであ

る問。こうして，製銑

第 3表精錬工程におる歩留りの上昇

(錬鉄l.OOOkgあたり原料銑鉄量〉

1694年

1735竿

1730年

1750年

1774年

1778年

ユグニE ル ネ

" 
シャンパーニュ

ニヴ ι"ネ

マスノ ごリュ

ニヴェルネ

B. Gille， Les origines， op. cit.. p. 9. 

1，700kg 

1，600kg 

1.500kg 

1，500kg 

1，400kg 
1，400kg 

工程と同様，ここでも親方鍛冶をはじめとする熟練労働者の強い自立性と，か

れらに対して指揮権を強化しようとする資本の動向，そして，全体として資本

の専制的指揮権の未確立という事態が明らかとなる。

製銑工程，精錬工程士通じて，この時期の製銑業においては，機械体系の未

発展，工程の科学的分析の欠如から，労働手段，労働過程そのものについての

知識が，大部分は労働者の経験の形で蓄積され，その一部は秘密にさえされた。

当時，製鉄業者にとって，俊秀な親方労働者を確保する ζ とが経蛍を成功させ

るうえで決定的であると言われたように，労働そのものが，熟練労働者， とく

に両工程の親方労働者まかせにならざるをえなかったのである叩。ここでの熱

2の ある製鉄業主はI 169E年以降， かれが交した親方銀請との契約において， 1，000ポンドの錬鉄
を作るのに， 1，600ポン Fの銑鉄しか渡さないとした。 Cf. B. Gille， Les ()rig悶 es，op. cit.， p 

96 
23) Cf. 1. V国 1，op. cit.， pp. 17，19， 142. ヴィアルは，科学がこの時期，否定的役割を演じて，

製鉄業主の懐疑主義を生み出したをいう.
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鯨は，これまで見て雪たように，未だ労働の総体性を喪失しない意味でのそれ

であった。以上の諸点と関連して，記帳や20 労働者養成もまた，親方，熟練

労働者に属する機能であったことを指摘しておこう。

ここで問題となるのは，精錬・鍛造工程においては，典型的な請負契約制度

が毎在したのに対して，製銑エ程では出米高契約制度が行われたことである。

これは，次の事態を反映していにと考えられる。すなわち，旧来の直接製鉄法

から，間接製鉄法ーへの転換が，製銑工程白独立を意味し， これが製鉄業におけ

る資本制生産の成立と結びついたこと， したがって，製銑工程においては，最

も初歩的な段階にオ品、てではあれ，資本の掌渥下で生産工程が変苧されたこと

である。こわに対して，精錬工程ば，旧来の直接製鉄法に見られる生産方法と

労働のあり方を色濃く残しながら，資本の下に組み込まれたと言えよう o した

がって，同じく熟練労働に依存する体制であるとは言え，両工程における労働

者に対する資本の指揮権の強度は，若干ニュアンλを異にするものであった。

それが請負制度の有無に表現されているのである。

以上が製鉄そのものに直接かかわる工程と，そこでの労働のあり方である。

しかしながら，本節のはじめに挙げた例からもわかるとうわ，製鉄資本の指揮

Fにある労働者は，これらのいわゆる内部労働者にとどまらなかった。ふそれ以

外に，外部労働者と呼ばれる膨大な労働者群を腕していたのである加。 1810年

の調査にもとづく第4表からは，一般に外部労働者の比率が高<.多くの企業

で内部労働者を上回ってし、るのを見ることができる。

ιω外部労働者は，おもに樵，炭焼，鉱夫および運搬夫から構成され，かれ

らもまた自立性の強い労働者であった。それは，樵や炭焼の場合のように一部

は熟練によるものであると Lても，多くは，かれらの土地，自然との結びつき加

24) Ibid.， p. 176 

25) 遠藤，前掲論文，産業革命期のフラ γス製鉄業 360-362頁，本i也立，ワヲシス産業革命期に
おける製鉄業の発展， i史学雑誌J81μ)， 1972年， 7-8頁， 島田悦子，産業草命前におけるフ
ランス製鉄業の発展， i経済E官官論集J(51)， 1968年，事照。

26) ζ札に対して， ジルが，内部骨働者のうちcとくに熟椋昔働者を，完全に農業から切り離され
た労働者と想定しているのは興味深い。 Cf.B. Gille， Les origines， O.ρ. cit.. p. 151. J. Vial， o.ψeノ
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第 4表 内部労働者と外部労働者 α81C年アンケート〉

事例 |内部労働者|外部労働者 1事例 |内部労働苧|外部労働者

400 700 21 35 100 

2 400 22 40 130 

3 20 40 23 20 

4 21 5日 24 200 

5 100 150 25 16 

6 200 26 20 

7 38 160 27 13 

8 岨O 28 2口O

9 80 29 28 

10 30 200 30 400 500 

11 30 25 31 80 148 

12 900 ~ 2，000 32 900 42日

13 78 165 33 30 

14 70 800 34 150 400 

15 50 140 35 170 18日

16 380 40 36 100 

17 10 37 20 

18 132 350 38 100 

19 20 39 24 40 

20 50 36 

B. Gille， La siderurgie. op. cit" pp. 19， 21， 25. 27 

の結果であった。樵，炭焼は森の住民であり， と〈に後者は数が多く，かっ管

理の最も悶難な労働者であった。製鉄業主との間に出来高契約を結んでいた炭

焼は，賃金問題，桝問題でしばしば紛争を起した。 1756年に，ー製鉄業主をし

て「許し難い自立性を持ち，要求が容れられないと集まって森を立ち去ってし

まう J~7) と嘆かせたのも，かれらであった。この管理のわずらわしさから逃れ

るために，小製鉄業主の中には木炭商人から木炭を購入するものもいた。鉱山

労働者は，資本の専制的指揮権の観点から考察する場合，興味深い対象ではあ

るが，ここでは，鉱夫の多〈が半農・半主であり，専門家は少なかったこと，

、cit.，p. 1日!
27) B. Gille， Le破。γigines，op. c-it.， p. 149 
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旗繁なストライキに，かれらの強い独立性が表現されていることを指摘するに

" とどめる。自ら所有する荷馬車で木炭や鉱石の輸送に従事する運搬夫も，多く

は民民であり，なかには製鉄所の土地を借地する農民が荷役に従事する例も存

在した。

注目すべきは，ストライキ，仕事の放乗に見られるように，内部労働者より

も，むしろ外部労働者が製鉄業主との直接的対立をあらわにしたことである加。

これは，内部労働者が，その熟練によって資本に対して強い自立性を保ってい

たとは言え，労働と生活の基盤を基本的に製鉄業に置き， しかも請負契約等り

形で高賃金を得，資本の管理機構に編入されていたのに対して，農業，土地自

然と結びつ〈外部労働者は製鉄業の生産過程に全問的には組み入れられなかっ

たことによると考えられるo 自立性の程度ではなし内容が異っていたのであ

る。ともあれ，外部労働者のこのような自立性に対して，製鉄業主が何の対策

もなく，手をこまねいていたのではない。例えば，鉱夫に良い鉱脈を隠させぬ

ようにすること，運搬夫に荷を正確に計量させることなどを内容とする，当時

のー経営主が監督に対して行った指示加は，製鉄業主の努力を示すものである。

また，本節の最初に挙げた炭焼と運搬夫の共謀による木炭の横流しに対して，

監視を強めてこれをなくそうとする試みが，仕事を放棄するという炭焼の情喝

で失敗した，という事例Uao)がある。これは，指揮権を強化しようとする資本の

動向と，これに対する労働者の抵抗を示している。

以上見てきた石炭製鉄法導入以前のフラン月製鉄業における資本・賃労働関

係の総体を図示したりが第 1図である。このそれぞれの部面において，若干ー

ュアンスを異にしながら労働者に対する資本の専制的指揮権が未確立であった

ことを指摘Lうるのであり，これが当該期フランス製鉄業の発展段階を特徴づ

けるものであった。さらにつけ加えるならば，この事情こそが，大企業と並ら

ぶ小企業の存立を可能にしたのである。

28) Cf. Vial， op. cit.， p. J59 

29) B. Gille， Les origines， op. cit.. pp. 147. 148. 
30) Cf. G. Thuillier， Aspect， op. cit.， p. 389. 
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第 1国

防 製鉄業主

~----------ン\-----------
〔製銑主程(的練工程) (木炭製造) (鉄鉱111)

親方溶鉱夫 親方鍛冶 樵炭焼 鉱夫

溶鉱夫l同助手 鍛冶!火夫

不熟!練工 不熟練工 運 撤 夫 運撒夫

内部労働者 外部労働者

11 

公表された1828年のアンケート文書は，証言のほかに，商工大臣名の問題説

明，実施前後の委員会討論を含んでいる。これらの検討から明らかになる限り

では，フラ γz政府は木炭製鉄かb石炭製鉄への，製鉄業の構造転換を推進す

る政策をとっていた。商工大医の説明によれば，現行関税制度自体がそのよう

な意味を持たせられた。すなわち， 1814年関税が木炭製鉄を保護することを目

的としていたのに対して， 1822年関税は石炭製鉄を発展させるためのものであ

る， とm 山。この背景には，イギリ旦に対して，製鉄業が遅れてし、る山だけで

はなしそれが他産業に重大白影響を及ぼしているとの認識があっ 7こ問。ここ

から，製鉄業が 速の工業アンケー Iの最初の対象にされたのである筒、

製鉄業者13人を含む27人の証言を聞くとともに独自の資料収集をも行ーって，

アY ケート委員会は以下の事実を確認した。第一に，石炭製鉄業の急速な発展。

コーク只銑鉄は生産量に占める比重が8.5%1:.未だに低いとは言え， 1828年時

点でコ クス高炉が14基となり，さらに 2基が建設中であり，多数の計画が存

在することが明らかにされる。また，パッドノレ炉が40製鉄所に普及していた石

炭精錬ば，すでに生産量の%を占めるまでになったと言われる。第二は，鉄価
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格について，消費が増大'-た1823年からお年にかけては上昇が見られるものの，

それ以降は低下に転じており，その原悶の一つが石炭製鉄の発展が生み出した

効果的な競争にあることc 第三に， ワイン輸出が鉄関税によっては打撃を受け

ておらず，また，鉄を消費する農業，造船業，建築業などの負担がそれほど大

きくないことである山。

ιれらの事実をふまえ C，委員会は， アランλ製鉄業が保護されるべきであ

り，関税率を引き下げるとしても外国鉄の流入が起らない範囲にとどめるべき

であるとの結論を下した。具体的には，錬鉄について，現行関税率を 5年間継

続し，それ以降25フラソを20フラソに減額する，銑鉄について，精錬用銑鉄の

流入を許きない形で鋳造用銑鉄の輸入を緩和する， 土いうものであった87)n し

たがって，鉄の高価格への他産業の不満， i鉄問題」に対して，製鉄業の利益

を擁護すること，ここに 3 政府・ 7'/ケート委員会が本7'/ヶートから引き出

した結論があったと言える。ただし，二つの点に留意すべきである。一つは，

鋳造用銑鉄の輸入緩和が「機械製造業の重要性J36l を考慮して決定されたこと

である。これは，政府・委員会が諸産業聞の利害を調節するにあたっての優先

順位を示すものとして興味深い。いま一つは，鉄関税率の低下でワイン輸出が

増大するとしても，製鉄業の衰退は，それ以上に国内市場を縮小することにな

るとの指摘である制。ここには，工業発展の促進による全般的な産業発展とい

う時のフランス政府が描いた基本政策を見ることができる。

ところで，正式の結論には入れられなかったが，アンケート委員会は，右炭

製鉄業者の証言から，輸送網の未発展が製鉄業の構造転換にとって最大の障碍

であるとり認識を得た。すなわち，イギリ R では炭坑と鉄鉱山との隣接が製鉄

業繁栄の条件になっているのに対 L，フランスでほ，逆に，両者が遠く離れ，

36) Cf， 1bid.， pp. 282. 286. 287， 289-296，301-309， 339-343 
37) Cf. 1bid.， pp. 343-347， 358-359， 363-364. 5年挫の関税率切り下げは実施されず。 Cf.Vial 

ot. cit.. p. 30 

38) Eηquete (1828).噌，cit.. p. 359. 
39) Cf. 1bよ百.p. 307. 
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結果として，原料輸送費が原価の1O~13%にものぼり全ての製鉄工場にと

って便利で安価な輸送手段の整備が発展の基本条件である」州と。後に見るよ

うに，この輸送問題こそ. 1828年製鉄業アンケートを最も特徴づけることにな

るのである。

この点にかかわって興味深しかっ委員会に大きな影響を与えたのが，一鉱

山監察官の証言である。かれは，アランλ製鉄業自発展の障碍が園内輸送網白

未発展にあることを強調し，その改普の重要性と可能性を検討する4Do い〈つ

かの運河の利益を指摘したうえで，建設中の十 Yテチ=yヌ鉄道山lこ言及¥..-.

その完成による原価切り下げ効果を次のように見積る。銑鉄原料，つまり鉱石，

右灰石で，銑鉄 1 ト yにつき30フラン，コーク兄が 4~5 フラ Y。また，精錬

の場合，錬鉄 1トンにつき他県からの銑鉄輸送費費の節約が8フラン。さらに，

製品鉄の輸送費も節約されるというのである品、かれの証言で，いま一つ見落

せないのは，製鉄業と鉄道業の発展の相互依存性が指摘される乙とである。鉄

の高価格が鉄道の発展を阻んでいるという見解に反論して，かれは，外国鉄が

流入する結果としての鉄価格の低落は，鉄道にとって30%もの需要喪失になる

とし，フランλ製鉄業の発展こそが鉄道の発展につながるとするのである叫。

乙れは. 1830年代以降のフラン製鉄業の発展方向を予言するものであった。

輸送問題はアンケートの直接の目的ではないことから，政策提言にまで具体

化はされなかった。しかし，石炭製鉄業と結びつぐ形で，試みの段階とは言え，

鉄道が現実化されるという事態をふまえ.アンケート委員会が，輸送網の改善

こそ製鉄業構造転換の鍵であるとの認識を持っていたιとは確認しうる。原料，

とりわけ石炭輸送費，製品輸送費の庄縮によって，石炭鉄の木炭鉄に対する価

40) Cf. lbid.. pp. 284， 298 
41) Cf. lbid.. pp. 229， 246 
42) サンテチエyヌ鉄道については，島田悦子" 19世紀前半におけるフヲンスの鉄道と大資本の形

成. I経済経営論集J72， 1974年， 19世紀前半におけるブラシス近代製鉄業 「経済経営研究報

告J(2)， 19回年.参照。
43) lbid.， pp. 231-232， 
44) Cf. lb~'d.. pp. 250-251 
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格競争が有利に展開されると考えられたのである。こうして，イギリユに対し

て保護関税によって国内市場を守るだけではなく，この国内市場そのものを木

炭鉄の市場から石炭鉄のそれへと転換することが展望されていたと言えよう。

製鉄莱主の証言を検討しよう。関税率の切りドげに強く反対する点では一致

しているが，木炭製鉄業者四証言ーが現状維持に終始するのに対して，国内市場

のjt，IJEEと， さらには世界市場への進出をも目論む石炭製鉄業者の証言は，かれ

らが直面した解決すべき問題と， それに対する政策を含んでいる。したがコて，

ここでは検討の中心を石炭製鉄業者の証言におしこれは7'/ケートの目的に

そうととでもある。

まず，木炭製鉄業者の証言について，次の点だけを指摘しておこう。かれら

は，木炭価格の低下が見込めないことを前提に，現行関税率の維持を強調する

にとどまり，何らかの政策を積極的に提示しようとはしない。その背景には，

第 5表から見てとれるように，当時，製銑，精錬ともに木炭製鉄業が大きな発

展をとげていたこと，低下傾向を見せつつあるとは言え鉄の高価格が維持され

たことがあった。木炭価格の上昇という大問題は存在したが，それは右炭製鉄

業への転換によってしか解決しえず， したがって木炭製鉄業にとどまるかぎり s

何らかの政策を払も出す必要も，可能性もなかったのであるc 将来，石炭製鉄

業にその地位を脅かされることは確かであるとしてい5うとりあえず現状維持

こそが，かれらの唯一の，最良の政策であったと言える。

石炭製鉄業者の証言は，まず，将来への大きな展望によって特徴づけること

第5表銑鉄，錬鉄生産量(単位1日Ot)

竿 木 炭 銑 コークス銑 1木 炭鉄 石炭鉄

1825 1，672 53 902 421 

1826 1，704 35 961 400 

1827 1.812 70 971 411 

1828 1.848 171 951 476 

45) Cf. Ibid.. p. 180 
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ができる。当面は右炭製鉄の発展のために保護関税が必要ではあるが，将来そ

の発展に応じて関税率を切り下げる可能性が生ずるとの確信である。 1コーク

旦銑と右炭鉄の生産は急速に発展し，フランスに対して適切な価格での鉄自給

を可能にする J46) と。さらに 110年以内にごく少しの保護で外国品と競争しう

る価格になるだろう」叩と。ここまで言い切った証言は，この一例のみではあ

るが，全体的傾向を代表していると言える。

次に目につくのは，かれらの証言に共通する原価切り下げへの強い傾向'"で

あり， しかも，それが一般的な経営努力を表現するだけではなく，当時，質の

面で木炭鉄よりも低い評価しか得ていなかった石炭鉄が，主な競争の武器たる

べき価格の面で決定的優位に立ちえていなかったことを反映していたことであ

る4ぺこの間の石炭製鉄の発展が木炭鉄を犠牲にしたものでなかったことはす

でに見た。巨額の投下資本と，それに伴う刺子負担に庄迫される石炭製鉄業に

とって，原価切り下げの成否は，将来的展望は別にして，短期的には生存を左

右するものであった刷。

この原価切り下げの焦点が輸送費削減に当てられたのであり，これが右炭製

鉄業者の証言を最も特徴づけることになるのは，アンケート委員会が指摘Lた

とうりである。とりわけ石炭輸送が重視されたこともすでに見た。ここでは，

フル V ャンボーの経営主による「輸送網の改善で費用を%に，しかも在庫をHo

に圧縮することができるJjl)との証言，つまり，輸送費月と在庫費用の二重の

原価切り下げが展望されたことを指摘するにとどめよう。製品輸送についても

同様であり，イギリ λ には Fでに存在Lている市場への輸送網がフフンスには

46) lbid.， pp. 86-87. 
47) Ibid" p. 83 
48) Cf. Ibid" pp. 77. 136， 144 
49) この点で， 1当面の関税率切り下げは，木炭鉄にとってよりもむしろ石炭鉄にとって危険であ

る」との証言は興味深い。 Ibid.，p. 204 
50) 一挙にイギリス式大企業を創出しようとした試み自失敗についてはー Cf. B. GilIe， La side-

rurgie， op. cit.. pp. 50-51 

51) Enquete (1828)， op. cit.， pp. 64-65 
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欠如しているとの証言問を見出すことができる。

見落してならないのは，証言例は少いが鉱石輸送の問題である。というのは，

これが企業内の輸送にかかわっているからである。例えぽ，鉄鉱山から高炉ま

での距離が 1，000m のある製鉄業主は，この間の鉱石輸送費を減らし，高炉で

0)鉱石費用をトンあたり 88サンチームから， 75ザンチームにまで十げたいと百

九あるいは，ノレ・クノレノやでは鉄鉱山と高炉を結ぶ鉄道が計画され， ~:3の費用

削減が見込まれる問。したがって，委員会が輸送問題を， もっぱら，石炭製鉄

発展の社会的条件整備として把握していたのに対1..-，石炭製鉄業主は，その点

でほ共通1..-，それが茎本であるとは言え，企業内の輸送網改善という方向をも

見ていたのである印。

原価切り下げにかかわって，いま一つ右炭製鉄業主の評言から浮か1>'f:って

くるのは，イギリス人労働者の問題である。石炭製鉄業への転換がイギリスか

らの技術導入によって実現され，その中心にイギリス労働者の雇用があったこ

とは周知のとうりであるEへいくつかの証言から，とりわけ精錬工程における

熟練労働者の中でイギリス人の比重が高いことを確認しうる。ノレ・グノレゾでは，

シャラントン工場のパッドノレ工28人のy" 圧延工12人の全て， クノレゾ工場のパ

ッドノレ工36人の%をイギリ只人が占めた。テノレヌワーノレ， フノレy ャンボーでも

かなりの数のイギリス人労働者が雇用されたmo

問題は，かれらの技術抗優位にもとづいた高賃金である。第6表はフノレシャ

プポーでの出来高単価の相違を万す問。他の証言も 30~40%の格差を認める刷。

52) Cf. 1bは'd.， p. 232 

53) Cf. Ibid.. pp. 75， 145ー146

5の ジルは，原料を対象とする「内部輸送」と製品を対象とする「外部輸送」を区別する。B.Gille， 
Lcs origincs. op. cit.， p. 104. 

55) ジルは，イギリスからの技術伝揺には二つ白ルートがあると言う。一つは，フランス人企業家
日イギリス視察肱行である。いま一つは.イギリスエ業家，肯曲者。移住である。 Cf.Gille， La 
siderurgie， ot. cit.. Jλ82. 

56) Enquete (1828)， op. cit.， pp. 70， 78シャラント工場の設立時には全てのパッドルエがイギ
リスJ、であったという。

57) Cf. 1bid.， pp. 65， 14正
58) 同じ証人は，イギリス人努働者がより熟練しているのは，子供のときから製鉄所で教育されノ
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これに対して，石炭製鉄業

者は，フランス人労働者の

水準を高め，イギリ兄人労

働者の賃金をフランス人の

それと同じにすること，す

なわち，熟練労働者育成に

第134巻第1・2号

第 6表イギりス人労働者とフランス人労働者の
出来高賃金 (l，OOOkgあたり〉

"ッ ド ル 工

一 一 一イギリス人 13fr. 

Y ヲン入人 9

ElIfJuete (1R28)， op. cit.， p. 12. 

庄延工

7fr目

戸
d 

よる賃金切り下げ政策を推進しようとした。その典型がル・クノレゾにおいて原

価切り下げの一環として実施された賃金率改訂の試みである。バット勺レ工につ

いては，フランス人労働者の賃金が下げられ， lかも，イギリス人も，それと

同じ水準にされた刷。圧延工忙ついては，賃率そのものは変えられなか勺たが，

'k夫の仕事全4その責任下におくことで実質的な切り下げとなった""。

この事例に見られるように，石炭製鉄業者の政策は実現されつつあった。テ

ノレヌワーノレの証人は優秀なフラ Yス人労働者が増え始めている」乙とをも

とに，将来イギリ兄人なしでやってゆけると言う。フノレシャ Y ポーの証人も

「フラン兄人労働者が熟練するに従ってイギリス〈の数がさらに減少するであ

ろう」と言う。こうして Iイギリ兄人に頼らざるをえないことによる高賃金

からの解放」が展望されることになる間。

以上，石炭製鉄業者の証言からは，委員会の認識と共通する輸送問題とは別

に，イギりス人労働者の問題を見出すことができるのである。すなわち，フラ

ン兄製鉄業の転換期に特有のものとして，イギリス人労働者の大量雇用と，か

れらの高賃金という問題が存在したこと，岡崎にそれが，石炭製鉄業の確立と

〆るからであり，フランスではI 22~25歳になってから工場に入るので熟練が身につかないとす

る。 ιf.lbid.. p. 65 

59) Cf. Ibid.， p. 143， 

60) Cf. Ibid.， pp. 70-72 以前は10フランであり，契約改訂そのものは困難をきわめた。 Cf，B 
Dureault. Le Creusot a la veille de la revolution de 1830. Revue d'histoire de la St'derurgt"e， 

IX， 1968. p. 210 
61) E吋リlete(1828)， op. cit.， p. 72 圧延工の貸率そのものを切h下げる之とは長い吏酔の末に

失敗した。その原因はかれらり熟練にあると考えられた。 Cf.B. Dureault， op. cit'J p. 211 

62) EnquGte (1828)， op. cit.， pp. 65. 125. 144 
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ともに，プヲン凡人労働者の養成によって解決されつつあることである。

III 

1828年アンケートの分析から明らかになった輸送問題と，イギリス人労働者

問題は，木炭製鉄の石炭製鉄への転換の中に位置づけるとき，いかなる意味を

持つことになるのか。逆に，二つの問題は製鉄業の構造転換そのものをどのよ

うに特徴づけるのか。石炭製鉄i法自体が導入以降長期にわたって発展すること

を考慮して，ここでの検討は，石炭製鉄の確立期までに限定せざるをえない。

周知のように，精錬工程への石炭使用は労働そのものの大きな変化を惹き起

した。精錬炉は石炭使用が可能な反射炉(パッドノレ炉〉となり，精錬工(パッ

ドノレ工)の主な作業は予備精錬を終えた銑鉄の加熱溶解と撹持にあった。また

ρ ンマーによる鍛造は機械圧廷に置き替えられた刷。パッドノレ炉，再加熱炉，

圧延機に対して，それぞれ親方を含む熟練一労働者二人がついた。二交替制をと

った労働者の一組は，一人の熟練労働者の下に，児童または少年徒弟，人夫数

人であった刷。全体として親方鍛冶に統括された木炭精錬と比べると，熟練労

働者間の分業がより発展し，協業の範囲も広がったと言える刷。しかしながら，

相変らず，生産性や生産物の質は決定的に熟練労働者の能力に依存していた。

旧来と同様，ここでも r労働者のみが銑鉄についての深い知識を持ってい

る」聞と言われる事態が続いた。と〈に，パッドノレ工，圧延工は，その仕事内

容から見て，熟練と総合的判断力を要求される労働者中のエリートであった問。

63) Cf. J. P. Courtheoux， Plivileges et miseres d'un metier siderurgique au XIX. siecle: le 

puddleur. Revue d' histoire econo開 queet social， 37/2， 1959. 
64) Cf. G. H. Hardach， 1田 problem田 demain-dauvre a DecazevilIe. Revue d' histoire de 

la Siderurgie， VII. 1967. P 54. L. Reybaud， Le fer et la houille， 1874. p. 218. Enquete 

(1828)， op. ciι， pp. 67， 70， 78 
65) 本池，前掲渦士， 17頁，参照。パッドル法が小規模勧鉄工場で広〈行われていたことも皆働力

編成の未発展の現干しである。中島俊克 19廿紀前半白フランスにおける小規模製鉄工場への円ツ
ドル炉の普及， r社会経済史学J46(3)， 1980年。 80，102-103頁，参照。

66) J. V】al，ot. cit.， p. 149. 

67) Cf. Ibid.， p. 148. 1. P. Courtheur，ο'P. cit.， p. 167 
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パッドノレ工が労働者雇用の権限をケえられたこと， 1828年ア y ケートで確認し

たように圧延工が製鉄業主止の問で請負契約を結んだこと附，これらもまた熟

練労働に依存する体制が維持されたことを示すものである。かれら熟練労働者

は，ある研究者の表現によれば「作業場の専制君主J69) として君臨した。した

がって，石炭の使用による精錬工程の変化は，基本的には， Ji:i¥練労働の解体主

意味せず，その形態転換にとどまり，資本の労働者に対する専制的指揮権も未

確立なままであったと言わざるをえない。

l828年7Yケートに見られたイギリユ人労働者問題は，それ自体としては転

換期に特有の問題であるとは言え，上の事態を反映するものであった。すなわ

ち，石炭製錬への転換が外国人労働者の大量雇用によってのみ実現が可能とな

ったということは，工程そのものの大きな変化と，それにもかかわらず，熟，，*

労働への依存が続くことを意味していた。イギリス人労働者の高賃金に対する

政策が，ソヲンλ 人熟練労働者の養成であったことは，この点をより一層明瞭

にするものである。

製銑工程についても同様の傾向を確かめることが己きる。例えば， 182邑年に

設立されたある製鉄所では，当初，溶鉱夫は全てイギロ R 人であり，フラ γλ

人労働者の育成が進んだ1833牛にもなお，三人のフラン月人溶鉱大に対してイ

ギりス人溶鉱夫が三人いただけではなく，全体をイギリス人親方溶鉱夫が統括

するという事態が存在した則。これは，精錬工程k同様，製銑工程でも，コー

ク只高炉への転換，蒸気機関を利用するシ目ンダ送風の採用， これらと結びつ

いた高炉の大型化が，イギリ凡人熟練労働者の採用を通じて実現された事例で

ある。この事例は，熟練労働に依存する生産体制の存続を示唆する。

ただし，一般的には，木炭高炉労働者が容易にコーク見高炉に順応し7jうま

68) Cf. Ibid.， p. 177 藤村，官喝論文，第三帝政期.63， 68， 69頁参照ら
69) Cf. Ibid.. p. 178 
70) Cf. G. H. Hardach， ot. cit.， pp. 56， 57， 66 
71) Cf. 1. Vial， op. cit.， p. 148 木炭高炉からョーグス高炉へ申労働者供給は，圭需要のy，を占

めた。 Cf.Ibid. 
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プこ，その意味で，精錬工程に比べると労働者育成に困難が少なかったとされ

る72lこの事実は，製銑工程におサる労働のあり方が，第一節で見た旧来の生

産方式の下でのそれと基本的には変らず，烹1緑ー労働への依存そのものが弱めら

れなかったことを，より一層明らかにするものである。

以上，木炭製鉄の石炭製鉄への転換は，基本的に，前者に見られた熟練労働

ヘの依存体制を変えないものであり， 1828年アンケートのイギリス人労働者問

題は，これを反映したものであることが明らかとなる。しかしながら，これら

の技術工程と労働力編成の多かれ少なかれの変化が，製鉄資本にとって，労働

者に対する指揮権を強化する機会を提供したことは否定Lえない。例えば，こ

れを自覚的に押し進めようとした資本家として，フノレシャンボーの A デュフ

ォを挙げることができる。かれは，イギリスの諸工場を観察しながら経営者で

ある父親に書き送った手紙で，新しし、経営理念を「大量生産J i質よりも低価

格」に置くべきであり，技術革新と同時に，官業，管理の諸手法をもイギリ旦

から導入せねばならないと述べた問。同じ手紙にある次目指摘は，かれの経営

理念が，労働者管理士強化する方向を含んでし、たことを示す点で興味深い。す

なわち，イギ目スでは労働者に利益を分配する v只テムがとられており，フラ

ンスにもそれを導入したいが，そのためには厳密な規則が必要である問， とo

また，経営危機に直面したノレ・クノレゾでは，その克服のために， 1826年に二人

のイギリ兄人に経営が委託され，かれらの手によって，イギリ只の工場をそデ

ノレとした生産費削減が追求された75)0 1828年アンケートの検討の際に見た熟練

労働者の賃金切り下げ以外に，コークス製造工の賃金を炉単位の請負給から，

出来高給に転換して，コーク λ のでき具合，屑の多少をより正確に把揮しよう

としたこと，パッドノレ工助手の日給を出来高給に変えたことを指摘しうる7630

72) Cf. G. H. Hardach， op. cit， p. 66 

73) Cf. G. Thuillier， Ge，りrgeDuJaud. op. ciι. p. 41 
74) Cf. Ibid.， pp. 42. 226 
75) Cf. B. Dureault， op. cit.， p. 202 

76) Cf. Ibid.. pp. 208. 210. 
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ほかにも，イギリス式工場において，組織がより厳密なものとなり，違反に対

すz罰金がよりきぴL<実施された例，簿記が集巾的に管理されるようになっ

た例を毘ることができるm 。

とりわけ重視しなけれぼならないのは，精錬工程における生産工程の変革二

新しい労働者の育成が，資本の掌握下で行われた最初の本格的な変革であった

ことである。請負契約制度は存続したが，それは，さきに見た親方鍛冶の一括

請負から，バッドノレ工，圧延工の請負へと変化Lている。われわれは， ここに，

極めて小さいとは言え，資本による労働者に対する指揮権の強化を見ることが

できる。

ただし，これらの試み，変化は，個別的，部分的なものであり，一挙に専制

的指揮権を確立したものではなかった。それは. 1828年ア γ ヶ-fにおいて，

熟練労働に依存する体制そのものが問題にならなかったという事実が，消極的

な形でではあれこれを証明すると言えよう。

第一部で見たいわゆる外部労働者と製鉄資本の関係は， どのように変化した

のであろうか。第7表は， 1826年の調査による木炭銑鉄と，イゴ炭銑鉄の製造原

価を示す78)79】。場所を異にするので厳密な比較は不可能であるとしても，木

炭材購入，その伐採と輸送，炭焼，木炭輸送の費用が，全て石炭購入費用に置

き替えられていることは一目瞭然である。これは，木炭製鉄において製鉄資本

の指揮下にあった外部労働者の一部が，石炭製鉄においては資本の直接的指揮

から切り離され3 社会的分業に委ねられるこ土を意味している。 1828年アンケ

ートで見た輸送問題は，それ自体としては石炭製鉄発展の社会的条件整備の問

題ではあるが，製鉄業の構造転換の中に位置つεけるならば，近接した鉄鉱山，

森林，および農村市場を製鉄所と結ぶ，これまでの輸送労働のあり方が，遠隔

77) Cf. J. Vial， ot. cit.， pp. 148， 151 
78) 木炭鉄，石炭鉄の製造原価と輸送費の関連については，島田，前掲論文.19世紀前半における

フラ γス近代製鉄業，参照。
?の高炉労働者の賃金に比べて，鉱石輸送費，石炭価格が極端に高<.後者を切ちつめることがで

きれば，その効果が著るしいことがわかる。輸送問題が重視された根揖日まここにあった。



1820年代末フランス製鉄業における資本賃労働関係

価
一

原
一
鉄

注

目

-

劃
一
銑

糊
一
炭

一
本

安
一7τ

ー

第
一

石炭銑鉄

(121) 121 

鉄

姑 焼{;
石灰石又は粘土溶剤

鉄鉱右，右灰右輸送

木炭材

伐採と輸送

炭焼

木炭輸送

高炉労働者

管 理 費

維 持 費

固定資本利子

流動資本利子

利益

計

炭

質

4fr 75ccnt 3fr 

z 
cent 

5

5

5

9

 

2

7

1

1

 

13 

2 

12 

'々炭石

、I
l
l
-》
1
1
1
i
J

1 

50 

20Jl 

1 

3

6

6

2

2

一
3

3

6

6

9

2

一
8

1 
5

0

0

0

6

1

3

 

5

5

4

6

6

1

3

 2 

20 05 

。コーグス製造を古む。
A. H. Herron de ViUeff(曲目， Memoire， op. cit.， pp. 55-61 

の鉱山，炭坑，市場との結合を必要とする石炭製鉄への転換によって，製鉄業

発展の姪枯に転化したこと，鉄道に代表される新しい輸送労働のあり方への転

換が求められていたことを表現するものとなるのである。

しかしながら，石炭製鉄への転換は，製鉄資木の直接指揮下にある輸送労働

の完全な消滅をもたらしたのではない。

第日表は，フノレジャンボーにおける労

働力構成のうえで輸送労働者が極めて

高い比率を占めていることを示す。そ

の原因の一つは，この企業が製銑工程

を木炭高炉に依存していたからではあ

るが，それ以外にも，高炉から精錬炉

第 8表労働力構成の例
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計 2，3剖

0825年 Fourchambault)

G. Thuil1ier， Geo乍百 Dufaud.ロム cit.，c丸 64.
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第 9表 ル・クルゾにおける鉄鉱石価格/400Vッ1-，レ

鉄鉱右〈大粒〉 |鉄鉱石〈細粒〉

採掘権料，費用 80cent. 

採 掘 1Ir 25 3fr 25 

輸 送 4 50 

洗鉱場への輸送 50 

洗 鉱 60 

工場への輸送 4 50 

計 6 55 9 65 

B. Dureault，叩 ct"t.，pp. 205， 206 

への銑鉄輸送が多くの輸送労働力を要したこと巳も起因している聞〉。また，第

9表は，ノレ・クノレゾにおける鉱右輸送費の高きを示す。ここでも輸送は労働の

組織が困難な部商であると言われ，炭坑内での鉄道輸送を鉄鉱石輸送にも応用

することで大幅な輸送費削減を実現する計画を立てていた'"。これらの事実が

明らかにする限りでは，石炭製鉄業者の証言に見られた企業内の輸送網改善は，

製鉄資本の直巌指陣下にある，いわゆる外部労働者の「合理的」編成，資本の

指揮権強化の方向を意味していたことがわかる。

おわりに

1820年代は禁止的保護関税に守られて，フランス製鉄業が急速な成長を正げ.

生産体制，産業構造のドラユティッグな転換を実現した時期であったO しかし，

それが直ちに自由競争の下でのイギ V と̂の競争を可能にするものではなかっ

たことは， 1828年ァ γヶートの結果が示すとうりである。その原因は，イギリ

スで構築された，世界市場を前提とする大量生産体制が確立されなかったこと

にある。この時期，すでに，経営理念として「大量生産」が自覚され，鉄道と

の相互依存的発展という認識も芽生えてはいたが，これが現実化するのは次の

80) Cf. G. Thuillier， G.田rgeDufaud，噌 cit.，p. 46 

81) Cf. B. Dureault， ot. cit.， p. 215 
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段階におい亡立ある。大量生産体制確立の最λの障碍は，輸送網の未発展と，

それに伴う高価な右炭であった。防したがって，輸送網改善への強い衝動， これ

が. 1820年代の 3 さらにはそれ以降のプラン1 製鉄資本の政策を特徴づけるこ

とになるυ そして，鉄道網の発展と結合Lて大量生産休制が確立されたととが.

1860年英・在、通商条約を頂点とする自由貿易体制への移行を準備するのである。

この過程がどのように進展するのか。小論で析出した資本・賃労働関係ほいか

なる変容をこうむるのか。これが次の研究課題となるであろう。

(1983年12月初日〉


